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２ ０ ２ ６ ０ ４ ２ ２ 貿 局 第 ２ 号 

輸入注意事項２０２６第４号 

経済産業省貿易経済安全保障局 

 

 
 「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に

関する確認について」（平成６年３月１日付け輸入注意事項６第２号）等の一部を改正

する規程を次のとおり制定する。 

 
    令和８年５月１４日 

 

 

 
経済産業省貿易経済安全保障局長 成田 達治 

 

 
「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物

種）の輸入に関する確認について」等の一部改正について 

 

 
「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に

関する確認について」（平成６年３月１日付け輸入注意事項６第２号）等の一部を別紙

の新旧対照表のとおり改正する。 

 

 
   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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（別紙１） 

「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に関する確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に関する確認について（平成６年３月１日付け輸入注意事項６第２号） 

改 正 後 現   行 

１・２ （略） 

 

３ 事前確認審査基準 

当該事前確認申請が２に従って行われたものであることを確認の上、確認を行
うものとする。なお、輸入する貨物がワシントン条約対象種であるときは、
次の要件をすべて満たす場合に確認を行うものとする。 

（１）ワシントン条約締約国会議又は常設委員会において禁止を勧告された取引に

該当しないこと。 

（２）ワシントン条約事務局がその動植物等の輸出国又は原産国に事前協議すべき

懸念のある種として通知したものについて、当該事前協議を行った場合に、当

該個体又はその繁殖に係る親個体や創始個体群（founder stock）等の合法的取

得を否定する情報が確認されていないこと。 

（３）その他ワシントン条約を誠実に履行する観点から適当な取引であると認めら

れること。 

 

４ 提出先 

貿易経済安全保障局貿易管理部野生動植物貿易審査室 

 

［別紙様式］ （略） 

１・２ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 提出先 

貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室 

 

［別紙様式］ （略） 
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（別紙２） 

「ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について（平成１１年２月１日付け輸入注意事項１１第１号） 

改 正 後 現   行 

１・２ （略） 

 

３ 記載要領 

（１）～（４） (略) 

（５） 「５ａ．目的」の欄 

輸入の目的を次の記号により記載する。 

記 号 

Ｔ：商業（Commercial） 

Ｚ：動物園（Zoo） 

Ｇ：植物園（Botanical Garden） 

Ｑ：サーカス又は移動展示（Circus or travelling exhibition） 

Ｓ：科学研究（Scientific） 

Ｈ：ハンティングトロフィー（Hunting trophy） 

Ｐ：個人用（Personal） 

Ｍ：生物・医学研究（Medical(including biomedical research）) 

Ｅ：教育（Educational） 

Ｎ：野生への返還又は野生化（Reintroduction or introduction into the 

wild） 

Ｂ：飼育繁殖又は人工繁殖（Breeding in captivity or artificial 

propagation） 

Ｌ：法執行（Law enforcement / judicial / forensic） 

（６）・（７） （略） 

（８） 「８．貨物の詳細」の欄 

輸入する貨物の状態（生きている動植物、はく製又は血液など）を詳細に記

載する。また、貨物にマークが付されている場合には、マークの数とタイプ（タ

グ、識別マーク、リング等）を記載する。生きている動物は、可能な限り性別

及び生年月日を記載する。 

（９） 「９．附属書・出所 」の欄 

附属書番号については、附属書Ⅰを示す「Ⅰ」を、出所については次の区分

に従って該当する記号を記載する。 

記 号 

Ｗ：野生から取得した動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

１・２ （略） 

 

３ 記載要領 

（１）～（４） (略) 

（５） 「５ａ．目的」の欄 

輸入の目的を次の記号により記載する。 

記 号 

（新設） 

Ｚ：動物園（Zoo） 

Ｇ：植物園（Botanical Garden） 

（新設） 

Ｓ：科学研究（Scientific） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

Ｂ：飼育繁殖又は人工繁殖（Breeding in captivity or artificial 

propagation） 

（新設） 

（６）・（７） （略） 

（８） 「８．貨物の詳細」の欄 

輸入する貨物の状態（生きている動植物、はく製又は血液など）を詳細に記

載する。また、貨物にマークが付されている場合には、マークの数とタイプ（タ

グ、識別マーク、リング等）を記載する。生きている動物は、可能な限り性別

及び年齢を記載する。 

（９） 「９．附属書・出所 」の欄 

附属書番号については、附属書Ⅰを示す「Ⅰ」を、出所については次の区分

に従って該当する記号を記載する。 

記 号 

Ｗ：野生から取得した動植物及びその派生物 
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改 正 後 現   行 

Ｘ：「いずれの国の管理下にもない海洋環境」において取得された動植物並びに

これらの個体の一部及び派生物 

Ｒ：ランチング事業から生まれた動物（自然界から卵又は幼体の段階で採取さ

れ、管理された環境で飼育された動物であり、自然環境下では成体まで生存

する可能性が極めて低いと考えられるもの）並びにその個体の一部及び派生

物 

Ｄ：商業目的で飼育により繁殖させた条約附属書Ⅰに掲げる動物（決議12.10に

従い登録された事業により繁殖させたものに限る。）又は商業目的で人工的

に繁殖させた附属書Ⅰに掲げる植物であって条約第7条第4項の規定に基づ

き輸出されるもの並びにこれらの個体の一部及び派生物 

（削る） 

 

Ａ：人工的に繁殖させた植物（決議11.11において定義される「人工繁殖」の要

件を満たすものであって、条約第7条第5項の規定に基づき輸出されるもの

（附属書Ⅰに掲げる植物にあっては、非商業目的で繁殖させたもの））並びに

その個体の一部及び派生物 

Ｃ：飼育により繁殖させた動物（決議10.16において定義される「制御された環

境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本」の要件を満たすもので

あって条約第7条第5項の規定に基づき輸出されるもの）並びにその個体の一

部及び派生物 

Ｆ：飼育により繁殖させた動物（「Ｃ」の区分に該当しないもの）並びにその個

体の一部及び派生物 

Ｙ：補助生産の植物（決議11.11において定義される「補助生産から得られた植

物」の要件を満たすもの）並びにその個体の一部及び派生物 

Ｕ：出所不明の動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

Ｉ：没収又は押収された動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

Ｏ：条約適用前に取得された動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

（10） 「１０．数量・重量」の欄 

輸入する貨物の合計の数量及び重量並びにその単位を記載する。数量及び重量

の双方の記載が困難な場合には、いずれか一方を記載すること。 

なお、記載する単位には曖昧な単位を用いないこと。 

単位の例 

単  位        記  号     単  位    記  号 

平方メートル       ㎡       キログラム    kg 

枚・片・個・頭・匹・株  no.      フラスコ     flask 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

Ｆ：飼育により繁殖させた動物（「Ｃ」の区分に該当しないもの）及びその派生

物 

Ａ：人工的に繁殖させた植物（非商業目的で繁殖させたもの）及びその派生物 

 

 

 

Ｃ：飼育により繁殖させた動物（決議10.16において定義される「制御された環

境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本」の要件を満たすもの）

及びその派生物 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（10） 「１０．数量・重量」の欄  

輸入する貨物の合計の数量及び重量並びにその単位を記載する。数量及び重量

の双方の記載が困難な場合には、いずれか一方を記載すること。  

なお、記載する単位には曖昧な単位を用いないこと。  

単位の例  

単  位    記  号    単  位    記  号  

平方メートル   ㎡      キログラム    kg  

枚・片・個    no.      頭・匹      head  
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改 正 後 現   行 

（削る） 

（11）～（14） （略） 

４・５ （略） 

 

 

フラスコ     flask     株        plant 

（11）～（14） （略） 

４・５ （略） 

 

 

 

  



5 

改 正 後 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式１－（１）～別紙様式１－（３） （略） 
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改 正 後 現   行 
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改 正 後 現   行 
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改 正 後 現   行 
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改 正 後 現   行 
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改 正 後 現   行 
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改 正 後 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

改 正 後 現   行 
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改 正 後 現   行 
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（別紙３） 

「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第４号） 

改 正 後 現   行 

１ 輸入承認申請の対象 

 （１）・（２） （略） 

 （注） 

１．上記①の場合、輸入承認申請を行おうとする者は、輸出する国又は地域の管

理当局等がワシントン条約第３条の手続きのために輸入許可書の発行を求めて

いることを確認すること。 

 

 

２・３ (略) 

４．上記④は、繁殖証明書に記載されているワシントン条約動植物及びその派生

物の出所を示す記号がＡ又はＣである場合に限る。（上記①の場合を除く。） 

５．上記⑤は、移動展示証明書に記載されているワシントン条約動植物及びその

派生物の出所を示す記号がＤ、Ａ、Ｃ又はＯであり、かつ、輸出の目的を示す

記号がＱ（サーカス及び移動展示）である場合に限る。（上記①、②及び④の場

合を除く。） 

 

記 号 出 所 の 区 分 

Ｗ 野生から取得した動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

Ｘ 「いずれの国の管理下にもない海洋環境」において取得された動植物並

びにこれらの個体の一部及び派生物 

Ｒ ランチング事業から生まれた動物（自然界から卵又は幼体の段階で採取

され、管理された環境で飼育された動物であり、自然環境下では成体ま

で生存する可能性が極めて低いと考えられるもの）並びにその個体の一

部及び派生物 

Ｄ 商業目的で飼育により繁殖させた条約附属書Ⅰに掲げる動物（決議

12.10に従い登録された事業により繁殖させたものに限る。）又は商業目

的で人工的に繁殖させた附属書Ⅰに掲げる植物であって条約第7条第4

項の規定に基づき輸出されるもの並びにこれらの個体の一部及び派生

物 

Ａ 人工的に繁殖させた植物（決議11.11において定義される「人工繁殖」

の要件を満たすものであって、条約第7条第5項の規定に基づき輸出され

１ 輸入承認申請の対象 

 （１）・（２） （略） 

 （注） 

１．上記①の場合、輸入承認申請を行おうとする者は、輸出する国又は地域に対

して、輸入しようとするワシントン条約動植物及びその派生物の出所を示す記

号がＷ、Ｆ、Ｃ、Ａ又はＲであることを確認し、また、当該国又は地域（記号

がＣ及びＡの場合には、当該国又は地域の管理当局等）がワシントン条約第３

条の手続きのために輸入許可書の発行を求めていることを確認すること。 

２・３ (略) 

４．上記④は、繁殖証明書に記載されているワシントン条約動植物及びその派生

物の出所を示す記号がＣ又はＡである場合に限る。（上記①の場合を除く。）  

５．上記⑤は、移動展示証明書に記載されているワシントン条約動植物及びその

派生物の出所を示す記号がＯ、Ｃ又はＡであり、かつ、輸出の目的を示す記号

がＱ（サーカス及び移動展示）である場合に限る。（上記①、②及び④の場合を

除く。） 

 

記 号 出 所 の 区 分 

Ｗ 野生から取得した動植物及びその派生物 

Ｆ 飼育により繁殖させた動物（記号「Ｃ」の区分に該当しないもの）及び

その派生物 

Ｄ 決議１２．１０に従い登録された事業により繁殖させた動物又は人工的

に繁殖させた植物（商業目的で繁殖させたもの）及びその派生物 

Ｃ 飼育により繁殖させた動物（決議１０．１６において定義される「制御

された環境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本」の要件を

満たすもの）及びその派生物 

Ａ 人工的に繁殖させた植物（非商業目的で繁殖させたもの）及びその派生

物 

Ｒ ランチング事業から生まれた動物及びその派生物 

Ｏ 条約適用前に取得された動植物及びその派生物 
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改 正 後 現   行 

るもの（附属書Ⅰに掲げる植物にあっては、非商業目的で繁殖させたも

の））並びにその個体の一部及び派生物 

Ｃ 飼育により繁殖させた動物（決議10.16において定義される「制御され

た環境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本」の要件を満た

すものであって条約第7条第5項の規定に基づき輸出されるもの）並びに

その個体の一部及び派生物 

Ｆ 飼育により繁殖させた動物（「Ｃ」の区分に該当しないもの）並びにそ

の個体の一部及び派生物 

Ｙ 補助生産の植物（決議11.11において定義される「補助生産から得られ

た植物」の要件を満たすもの）並びにその個体の一部及び派生物 

Ｕ 出所不明の動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

Ｉ 没収又は押収された動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

Ｏ 条約適用前に取得された動植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 

 

６．上記⑥は、次の要件を満たすもの（ＡＴＡカルネ手帳（注）に記載された情報

等により当該証明書として同等の内容が確認できる場合を含む。）に限る。 

イ）・ロ） (略) 

ハ）商品見本証明書に記載されているワシントン条約動植物及びその派生物の出

所を示す記号がＤ、Ａ、Ｃ又はＯであること。 

（注） (略) 

 

２ （略） 

 

３ 輸入承認基準 

（１）当該輸入承認申請が２に従って行われたものであることを確認の上、次の要件 

をすべて満たす場合に承認を行うものとする。 

① （略） 

②ワシントン条約事務局がその動植物等の輸出国又は原産国に事前協議すべき懸念

のある種として通知したものについて、当該事前協議を行った場合に、当該個体

又はその繁殖に係る親個体や創始個体群（founder stock）等の合法的取得を否定

する情報が確認されていないこと。 

③ （略） 

（２）～（５） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．上記⑥は、次の要件を満たすもの（ＡＴＡカルネ手帳（注）に記載された情報

等により当該証明書として同等の内容が確認できる場合を含む。）に限る。 

イ）・ロ） (略) 

ハ）商品見本証明書に記載されているワシントン条約動植物及びその派生物の出

所を示す記号がＤ、Ｃ、Ａ又はＯであること。 

（注） （略） 

 

２ （略） 

 

３ 輸入承認基準 

（１）当該輸入承認申請が２に従って行われたものであることを確認の上、次の要件 

をすべて満たす場合に承認を行うものとする。 

① （略） 

②ワシントン条約事務局がその動植物等の輸出国又は原産国に事前協議すべき懸念

のある種として通知したものについて、当該事前協議を行った場合に、当該個体

またはその繁殖に係る親個体や創始個体群（founder stock）等の合法的取得を否

定する情報が確認されていないこと。 

③ （略） 

（２）～（５） （略） 
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改 正 後 現   行 

４～６ （略） 

 

［別紙様式１］～［別紙様式７］ （略） 

４～６ （略） 

 

［別紙様式１］～［別紙様式７］ （略） 

 


